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平成２４年１２月河内長野市定例教育委員会会議の概要 

 

○日時：平成２４年１２月２７日（木）午後２時３０分～午後４時１０分 

○場所：河内長野市役所 ７階行政委員会室 

 

○出席者 

教育委員 

澤田委員長、柴委員、阪谷委員、嘉名委員 

和田教育長 

事務局 

中尾教育推進部長、大江生涯学習部長、宮嶋教育推進部理事、尾谷生涯学習部理事、

中村生涯学習課長、井上ふるさと文化課長、原田図書館長、松本学校教育課長、岡

田学校教育課参事、西端学校教育課参事、西端青少年育成課長、木谷教育総務課長、

宮阪教育総務課主幹 

 

○審議内容 

 

議案第３８号 「河内長野市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の

一部を改正する規則について」 

議案第３９号 「河内長野市学校保健会要綱の一部を改正する要綱について」 

議案第４０号 「河内長野市就学相談委員会設置規程の一部を改正する規程について」 

議案第４１号 「河内長野市立小中学校通学区域審議会規程の一部を改正する規程に

ついて」 

議案第４２号 「河内長野市立小学校教科用図書選定委員会及び河内長野市立中学校

教科用図書選定委員会規程の一部を改正する規程について」 

議案第４３号 「河内長野市学校運営協議会連絡会議設置規程の一部を改正する規程

について」 

議案第４４号 「河内長野市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則について」 

議案第４５号 「河内長野市青少年問題協議会規則の一部を改正する規則について」 

（説明要旨） 

河内長野市附属機関設置条例（平成２４年河内長野市条例第３５号）が新たに制定

されたことに伴い、関係規則等を整備するための改正を行うもの。 

具体的には、附属機関設置条例で設置及び担任事務を定めたことにより、従来の設

置根拠であった規則等について、設置及び担任事務を削除し、組織及び運営を規定す

る規則等にする整備を行うもの。 

（審議状況） 

審議を経て、原案のとおりの内容で承認。 

 

議案第４６号 「河内長野市の学校教育のあり方を考える懇談会設置規程の廃止につ

いて」 

議案第４７号 「河内長野市公私立幼稚園連絡協議会規程の廃止について」 

議案第４８号 「河内長野市幼児教育研究会規程の廃止について」 
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（説明要旨） 

河内長野市附属機関設置条例（平成２４年河内長野市条例第３５号）の制定に伴い、

本市に現存する審議会等の再点検をした結果、本来の役割を終了していたことが判明

した審議会等の関係規則等を廃止するもの。 

（審議状況） 

審議を経て、原案のとおりの内容で承認。 

 

議案第４９号 「河内長野市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について」 

（説明要旨） 

市立南花台東小学校と市立南花台西小学校が平成２５年３月３１日限りをもって閉

校し、平成２５年４月１日付けにて市立南花台小学校が開校するのに伴い、河内長野

市教育委員会公印規則(昭和５６年４月２４日教育委員会規則第２号)の一部を改正す

るもの。 

（審議状況） 

審議を経て、原案のとおりの内容で承認。 

 

議案第５０号 「河内長野市立小中学校の平成２５年度全国学力・学習状況調査への

参加について」 

（説明要旨） 

文部科学省が実施する平成２５年度全国学力・学習状況調査への参加について議決

を求めるもの。 

（審議状況） 

審議を経て、原案のとおりの内容で参加する。 

 

議案第５１号 「河内長野市立市民総合体育館運営審議会設置規則の廃止について」 

（説明要旨） 

第４次行財政改革大綱における「委員会・審議会の統廃合」に基づき、河内長野市

立市民総合体育館運営審議会を廃止し、社会教育委員会議に統合するため、本規則を

廃止するもの。 

（審議状況） 

審議を経て、原案のとおりの内容で承認。 

 

議案第５２号 「河内長野市指定文化財候補について（諮問）」 

（説明要旨） 

３件の市指定文化財候補について、専門的な見地からの意見を求めるため、河内長

野市文化財保護審議会に諮問を行うもの。 

（審議状況） 

審議を経て、原案のとおりの内容で承認。 

 

議案第５３号 「河内長野市歴史文化基本構想の策定について(諮問)」 

（説明要旨） 

本市文化財保護の最上位の計画となる｢歴史文化基本構想｣を策定することに関し、

専門的な見地からの意見を求めるため、河内長野市文化財保護審議会に対して諮問を
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行うもの。 

（審議状況） 

審議を経て、原案のとおりの内容で承認。 

 

報告第１４号 「河内長野市文化振興計画推進委員会設置規則の一部を改正する規則

について」 

（説明要旨） 

河内長野市附属機関設置条例(平成２４年河内長野市条例第３５号)が新たに制定さ

れたことに伴い、関係規則を整備するための改正を行うもの。 

（審議状況） 

審議を経て、原案のとおりの内容で了承。 

 

報告第１５号 「河内長野市生涯学習市民懇談会設置規程の廃止について」 

（説明要旨） 

河内長野市附属機関設置条例（平成２４年河内長野市条例第３５号）の制定に伴い、

本市に現存する審議会等の再点検をした結果、当該懇談会は本来の役割を終了してい

たことが判明したため規程を廃止するもの。 

（審議状況） 

審議を経て、原案のとおりの内容で了承。 

 

報告第１６号 「河内長野市史編修委員会規約の廃止について」 

（説明要旨） 

河内長野市史の刊行が平成２１年度に完了し、その後平成２２・２３年度に市史刊

行のために収蔵した資料の整理と図書館への移管が完了し、平成２４年１０月までに

その後の残務が完了したことを受けて、河内長野市史編修委員会規約を廃止するもの。 

（審議状況） 

審議を経て、原案のとおりの内容で了承。 

 

 

 

以 上 

 

 


